
資料1－2  

クミルロン（案）  

1．品目名：クミルロン（cumyluron）  

2．用途：除草剤   

尿素系の除草剤であり、根部の細胞分裂及び細胞伸長を阻害することにより、雑草   

の発芽時～発生始期の発芽抑制、根伸長阻害及び生育抑制により枯死させるものと考   

えられている。  

3．化学名：卜（2－クロロベンジル）－3－（1－メチルー1－フェニルエチル）ウレア  

4．構造式及び物性  

哲芦H【  
CモⅠき  

0  

1【  

C－NH－C打2  

分子式  C17Hl。CIN20  

分子量  302．8  

水溶解度  0．879mg／L（20℃）  

分配係数   logl。Pow＝2．61（20℃）  

（メーカー提出資料より）   
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5．適用病害虫の範囲及び使用方法  

本薬の適用病害虫の範囲及び使用方法は以下のとおり。  

（1）8％粒剤  

作物名  適用雑j   

水田一年二  

カヤツリゲサ不  

及び  

マツバイ  

移植水稲  
ホタルイ  

ミズガヤツ  

クログワイ  

シズイ（東   

用雑草名   使用時期   適用土壌  使用量   
本剤の  

使用回数   
適用地帯   

移植後1～12日  

（ホタルイ1．5葉期  
東北  

一年生  
まで）   日以下）   

北陸  

リグサ科雑草  
移植後1～10日  砂壌土～埴土  関東・東山・  

バイ  
（ホタルイ1．5菓期  （減水探2cm／  東海の普通  

まで）   日以下）  3kg／10a  2回以内   
湛水  

′レイ  散布  
期栽培地帯  

移植後1～7日  

ヴヤツリ ブワイ  （ホタルイ1．5葉期   近畿以西の  

イ（東北）  

まで 但し九州   目以下  普通期栽培  

はホタルイ1菓期   地帯   

まで）   壌土～埴土）  

クミルロンを含む農薬の総使用回数：2回以内  

（2）草笛ジャンボ・：クミルロン15％）  

適用雑草 

田一年 

草  

び  

ツバイ  

移植水稲   
クルイ  

ぐガヤツリ  

ラオモ 

ヒ海道）   

使用時期   適用土壌  使用量   
本剤の  

名  
使用回数   

適用地帯   

生雑  
植代後～移植  

前4日  
び  

又は   20個   水田に  全域の普通  
ツバイ  

砂壌土～埴土  1回  投げ  期及び早期  
タルイ  

ズガヤツリ  
植後5日  10a  入れる  栽培地帯   

（ノビエ1葉期ま  
ダカ  

で）  

北海道）  
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（2）草笛ジャンボ（クミルロン15％）（続き）  

適用土壌  使用量   
本剤の  

使用時期  
使用回数   

移植直後～移  

植後5日  

（ノビエ1葉期ま  

で）  北海道   

（移植後に使用  

する除草剤との  

体系で使用）   

植代後～移植  10個  水田に  

前4日  砂壌土～埴土   （500g）／  投げ  

又は  10a   入れる  
全域  

移植直後～移  
（北海道を  

植後5日  
除く）の普通  

（ノビュ1葉期ま  
期及び早期  

で）  

栽培地帯   
（移植後に使用  

する除草剤との  

体系で使用）  

作物名  適用雑草名   使用時期   

移植直後～移  

植後5日  

水田一年生雑   
草  

で）  

及び  

マツバイ  
（移植後に使用  

ホタルイ  
する除草剤との  

体系で使用）  

植代後～移植  

移植水稲       ミズガヤツリ （北海道を除く）  

前4日  

又は  

移植直後～移  
へラオモダカ  

植後5日  
（北海道、東北）  

（ノビュ1葉期ま  

で）  

クログワイ  
（移植後に使用  

（北海道を除く）  
する除草剤との  

体系で使用）   

クミルロンを含む農薬の総使用回数：2回以内  

（3）草笛フロアブル（クミルロン27．4％）  

本剤の  
使用時期   適用土壌  使用量   使用回数   方法   適用地帯   

：代時～移植  

前4日  

又は  

・植直後～移  
原液  

植後5日  500ml／  
砂壌土～埴土  

ゼエ1葉期ま  10a   
1回  湛水  

散布   
し、但し近畿・  

国・四国・九  

はノビエ発生  

始期まで）  

作物名  適用雑草名   使用時其   

植代時～華  

水田一年生雑  前4日  

草   又は  

及び   移植直後（  

マツバイ   

移植水稲  
植後5［  

ホタルイ   （ノビエ1葉；  

ミズガヤツリ   で、但し近  

へラオモダカ  中国・四国  

（北海道、東北）  州はノビエう  

始期まで   
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（3）草笛フロアブル（クミルロン27．4％）（続き）  

使用時期   適用土壌  使用量   
本剤の  

適用雑草名  
使用回数   

適用地帯   

水田一年生雑  

草  植後5日  

及び  （ノビエ1葉期ま  

マツバイ  で）  北海道  

ホタルイ  （移植後に使用  

する除草剤との  

ミズガヤツリ  体系で使用）   

300ml／  
（北海道を除く）  原液  

10a  
前4日  砂壌土～埴土  

（少量散  
1回  湛水  

コウキヤガラ  又は  

（九州）  

布）  

移植直後～移  

散布  
全域  

（北海道を  

植後5日  
除く）の普通  

クログワイ  （ノビエ1葉期ま  
期及び早期  

（東北、関東、  で）  

栽培地帯   
東山、東海、近  

畿、中国、四  

国、九州）   体系で使用）  

作物名  適用雑草名   

水田一年生雑  

草  

及び  

マツバイ  

ホタルイ  

ミズガヤツリ  

（北海道を除く）  

移植水稲  

コウキヤガラ  

（九州）  

クログワイ  

（東北、関東、  

東山、東海、近  

畿、中国、四  

国、九州）   

クミルロンを含む農薬の総使用回数：2回以内  

6．農薬の作物残留試験結果   

（1）分析の概要   

①分析対象の化合物  

クミルロン  

②分析法の概要  

クミルロンはアセトンで抽出した後、多孔性ケイソウ土カラム、シリカゲルカ  

ラム及びC18カラムで精製し、ガスクロマトグラフ（NPD）により定量する。  

定量限界 0．01～0．02ppm  

（2）作物残留試験結果   

水稲  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、8％粒剤を1回または2回湛   

水散布（3kぎノ10a）したところ、散布後73～124日のクミルロンの最大残留量注はく0．02，   

く0．02ppmであった。  

また、水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、15％ジャンボ剤を1   

回湛水散布（1kg／10a）したところ、散布後66日、95日のクミルロンの最大残留量  
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はく0．02，く0．02ppmであった。  

なお、これらの試験結果の概要については、別紙1を参照。   

注）最大残留量：当該農薬の申請の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間  

を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を実施し、  

それぞれの試験から得られた残留量。  

（参考：平成10年8月7日付「残留農薬基準設定における暴露評価の精密化に関する意見具申」）  

7．魚介類への推定残留量  

本農薬については水系を通じた魚介類への残留が想定されることから、農林水産省   

から魚介類に関する個別の残留基準の設定について要請されている。このため、本農   

薬の水産動植物被害予測濃度注1）及び生物濃縮係数（BCF：Bio Concentration   

Factor）から以下の通り推定残留量を算出した。  

水産動植物被害予測濃度については、本農薬が水田においてのみ使用されることか   

ら、水田PECtier2胤三）を算出したところ、1．9ppbとなった。  

また、BCFについては実測値がないため、オクタノール／水分配係数（logl。Pow：   

2．61）から、相関式（Logl。BCF＝0．80Logl。Pow－0．52）を用いて算出した。  

水産動植物被害予測濃度：1．9ppb、BCF：37  

推定残留量＝1．9ppb X（37×5）＝ 351．5ppb＝ 0．3515ppm  

注1）農薬取締法第3条第1項第6号に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬の登録  

保留基準設定における規定に準拠  

注2）水田中や河川中での農薬の分解や土壌・底質への吸着、止水期間等を考慮して算  

出したもの。  

（参考：平成19年度厚生労働科学研究費補助金食品安心・安全確保推進研究事業「食品中に残  

留する農薬等におけるリスク管理手法の精密化に関する研究」分担研究「魚介類への残留基準設  

定法」報告書）  

8．ADIの評価   

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号の規定に基づき、平成  

19年6月5日付け厚生労働省発食安第0605001号により、また同法同条第2項の規定に  

基づき、平成19年2月5日付け厚生労働省発食安第0205001号により、それぞれ食品安  

全委員会あて意見を求めたクミルロンに係る食品健康影響評価（案）について、以下の   

とおり評価されている。  

無毒性量：1mg／kg体重／day  

（動物種）   イヌ  
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（投与方法） 強制経口  

（試験の種類）慢性毒性試験  

（期間）  1年間  

安全係数：100  

体重／da  ADI：0．01m   

9．諸外国の状況  

コーデックス、米国、カナダ、欧州連合（EU）、オーストラリア及びニュージーラ   

ンドについて調査した結果、いずれの国においても、残留基準は設定されていない。  

10．基準値案  

（1）残留の規制対象  

クミ／レロン  

（2）基準値案   

別紙2のとおりである。   

なお、別紙2中の「基準値現行」の欄において0．02ppmの基準値を設定している農   

産物は、本来、食品衛生法第11条第3項の規定に基づき、「人の健康を損なうおそれ   

のない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量」（一   

律基準）である0．01ppmで規制するところ、分析法の状況を考慮し、0．01ppmまでの   

分析が困難と考えられたことから0．02ppmの残留基準を設定したものである。今回、   

本薬については、0．01ppmまでの分析が可能となったことから、0．02pppmの基準を削   

除し、一律基準0．01ppmで規制することとした。  

また、食品安全委員会によって作成された食品健康影響評価（案）においては、暴   

露評価対象物質としてクミルロンを設定している。  

（3）暴露評価   

各食品について基準値案の上限まで又は作物残留試験成績等のデータから推定され   

る量のクミルロンが残留していると仮定した場合、国民栄養調査結果に基づき試算さ   

れる、1日当たり摂取する農薬の量（理論最大摂取量（TMDI））のADIに対す   

る比は、以下のとおりである。詳細な暴露評価は別紙3を参照。   

なお、本暴露評価は、各食品分類において、 加工・調理による残留農薬の増減が全   

くないとの仮定の下におこなった。  
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TMDI／ADI（％）注）   

10．5   

17．0   

9．3   

国民平均    幼小児（1～6歳）    妊婦    高齢者（65歳以上）   

10．4   

注）TMDI試算は、基準値案×摂取量の総和として計算している。  

（4）本剤については、平成17年11月29日付け厚生労働省告示第499号により、食品   

一般の成分規格7に食品に残留する量の限度（暫定基準）が定められているが、今般、   

残留基準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。  

ー36－   



（別紙1）  

クミルロン作物残留試験一覧表  

使用条件  最大残留量  

数  剤型   使用量・使用方法  回数   経過目数  （ppm）  

3kg／10a   1回又   圃場A：＜0．02  
8％粒剤  73，91，107，124日  

湛水散布   は2回  圃場B：＜0．02  

15％   1kg／10a   圃場A：＜0．02  
1回   66，95日  

ジャンボ剤  湛水散布  圃場B：＜0．02   

食品安全委員会農薬専門調査会の農薬評価書「クミルロン」に記載されている作物残留試験成績は、  

各試験条件における残留農薬の最高値及び各試験場、検査機関における最高値の平均値を示したもの  

であり、上記の最大残留量の定義と異なっている。  
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（別紙2）  農薬名  クミルロン   

（やつがしらを含む）  

せり科野菜  
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ず（アプリコットを含む）  

も（プルーンを含む）  
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ナッツ類  

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値については、網をつけて  

示した。  
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（別紙3）  

クミルロン推定摂取量（単位：〃g／人／day）  

幼小児  高齢者  

基準値案  国民平均   （1～6歳）  妊婦 （65歳以上）  

食品群  （ppm）   TMDI  TMDI   TMDI   TMDI   

18．5   9．8   14．0   18．9   米（玄米）  0．1  
魚介類  0．4  37．6      37．6   

計  56．2   26．9   51．6   56．5   

ADI比（二％）  10．5   17．0   9．3   10．4   

TMDI：理論最大一日摂取量（TheoreticalMaximumDailylntake）  
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答申（案）   

クミルロン  

残留基準値  

食品名  

PPm   

魚介類   0．4   
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